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英国の対ロシア制裁－新たな取引規制 

 

 

2022年 6月 21日、英国政府は The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019を改正する

The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 14) Regulations 2022（以下「本規則」）を制

定し、ロシアに対してさらなる取引規制を課しました。本規則の統合版は、こちらからご覧いただけま

す。 

 

新たな規制には、ロシアの石油・石炭の英国への輸入と、ロシアへの主要な工業製品の輸出の禁止が含

まれます。また、ロシアへのエネルギー関連物品・サービスの提供に関する既存の規制を拡大するもの

になっています。これらの新たな禁止措置（概要は後述します）は、技術支援、金融サービス（保険や

再保険を含む）、仲介サービスの提供にも適用されます。 

 

一般的に、英国制裁は英国内のすべての人と、所在地を問わず英国民および英国法人（その支店を含む）

に適用されます。 

 

石油および石油製品  

2022年12月31日以降、以下の行為が禁止されます。 

 ロシアからの、またはロシアを原産地とする石油および石油製品（本規則別表 3FにおいてHSコ

ードを使って定義されたもの）を輸入すること。 

 英国に持ち込む目的で、ロシアを原産地とする、またはロシアに所在する石油および石油製品を、

直接または間接的に入手すること。 

 ロシアから英国へ、石油および石油製品を直接または間接的に供給または配送すること。 

 

ただし、石油・石油製品の原産地がロシア以外の国であり、かつ所有者がロシア関係者ではなく、ロシ

アで積み込む、ロシアから出発する、またはロシアを通過するだけである場合については、禁止措置の

例外があります。 

 

石炭および石炭製品 

2022年8月10日以降、以下の行為が禁止されます。 

 ロシアからの、またはロシアを原産地とする石炭および石炭製品（本規則別表 3HにおいてHSコ

ードを使って定義されたもの）を輸入すること。 

 英国に持ち込む目的で、ロシアを原産地とする、またはロシアに所在する石炭および石炭製品を直

接または間接的に入手すること。 

 ロシアから英国へ、石炭および石炭製品を直接または間接的に供給または配送すること。 

 

エネルギー関連物品 

本規則により、エネルギー関連物品（本規則別表3の第 2部に定義されているもの）に関する既存の規
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制が拡大されました。 以下の行為は禁止されています。 

 ロシアへの、またはロシアでの使用を目的としたエネルギー関連物品の輸出。 

 第三国（英国、マン島、ロシア以外の国）からロシアへのエネルギー関連物品の直接的または間接

的な供給または配送。 

 エネルギー関連物品を直接または間接的にロシア関係者が利用できるようにすること。 

 

エネルギー関連物品に関する金融サービスの提供禁止には例外があります。ロシアと関係のない人に対

して、その人がロシアのエネルギー部門以外で行っている活動に関して保険や再保険を提供することは

禁止されていません。 

 

本規則はまた、掘削、坑井試験、検層、坑井仕上げサービス、特殊浮体船の供給などを含むエネルギー

関連サービス（「特定サービス」）の提供禁止を拡大しました。従来の禁止措置は、ロシア領域内の水深

150メートルを超えるエリアまたは北極圏北部の海上における石油探査・生産プロジェクト、または水

圧破砕法によるシェール層からの石油生産の可能性がある石油探査・生産プロジェクトに限定されてい

ましたが、禁止の拡大により、ロシア領域内のすべての石油・ガスの探査・生産プロジェクトに対する

エネルギー関連サービスの提供が禁止されることとなりました。 

 

G7依存品・追加品目リスト  

「G7依存品・追加物品リスト」と呼ばれる新しいカテゴリの制限物品（本規則別表 3Eに記載されてい

るもの）をロシアへ輸出、供給、配送することや、制限物品をロシア関係者が利用できるようにしたり

ロシア国内で使用できるようにしたりすることは禁止されています。リストには、商業・工業分野で使

用される化学品、機械、電化製品が幅広く含まれています。 

 

金（ゴールド） 

ロシアから金（本規則別表 3Gに定義されているもの）を輸入すること、またはロシアで産出された金

を英国に持ち込む目的で入手、供給、配送することは禁止されています。 

 

前述のとおり、これらの制限措置には、列挙された商品およびサービスに関する保険・再保険の提供の

禁止が含まれています。 組合員の皆様におかれましては、ご自身がこれらの規制の影響を直接受けない

としても、クラブが英国の管轄下にある場合は、これらの取引や活動に関する保険カバーを提供できな

い可能性があることにご注意ください。本規則に関して疑問がある場合は、クラブに問い合わせること

を強くお勧めします。 

 

国際 P&Iグループのすべてのクラブが同様の内容の回章を発行しています。 

 

以上 


